
選考基準

見積書提出依頼事業者を決定する選考基準は、下表のとおりです。

選考委員会の各委員がそれぞれ採点し、各委員の得点合計が評価点となります。

最高評価点を得た事業者及び最高評価点に対し95％以上の評価点を得た事業者に見積書提出を依頼します。

1　業務体制と個人情報の保護

要件充足度に対する評価

各業務を実施するための体制

各業務に対応する専門職とそのスキルや経験

「案内通知」のクオリティ

「電話でのプログラム勧奨勧奨」のクオリティ

「電話での保健指導」のクオリティ

「運動及び栄養の遠隔保健指導プログラム」のクオリティ

個人情報の保護体制

個人情報漏洩を防ぐための対策、チェック機能

2　ＰＨＲの構築環境と活用

要件充足度に対する評価

ＰＨＲとその構築体制、連携方法

市町村国保ヘルスアップ事業の「PHRの利活用を推進する取組」の要件を満たしているか

3　糖尿病性腎症重症化予防対象者へのプログラム

要件充足度に対する評価

保健指導（運動及び栄養の遠隔保健指導プログラム）の実績は十分か、本市で実施した際の効果が見込めるか

健診データや医師へのフィードバックに工夫があるか

本プログラムにおいて、ＰＨＲが効果的に活用できているか

4　糖尿病リスク者へのプログラム

要件充足度に対する評価

糖尿病リスク者への効果的な保健指導が提供できるか

5　総合評価

要件充足度に対する評価

１～４以外での効果的な提案があったか。プレゼンテーション全体の評価（熱意・質疑応答）

評価項目


